
亀山市市勢要覧作成業務委託仕様書 

 

１．目的 

地域に根ざした自然・歴史・産業が調和した「まち」、心身ともに健やかな日々を過ご

せる「ひと」の暮らす亀山市、その未来に向け着実に歩み続ける“今”の姿を正確にわ

かりやすく伝える。 

 

２．方針 

（１）将来都市像「歴史・ひと・自然が心地よい 緑の健都 かめやま」の実現に向けた

取り組み、また亀山市が持つ様々な魅力を効果的にアピールできるものとする。 

（２）亀山市民へのインタビュー、取材等を通じ、市民の声や顔を効果的に紹介するよ

う工夫すること。 

（３）項目ごとに、英語で概略説明を付すること。 

（４）写真やデザイン、レイアウトを効果的に行い、読者が見やすく、飽きないような

構成にすること。また、色覚バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮すること。 

 

３．成果品の規格、仕様 

（１）市勢要覧（亀山市市制施行１５周年記念）／印刷物 

①サイズ：Ａ４版、右閉じ・左開き 

②ページ数：４８ページ  表紙・裏表紙…４ページ 

本編…３６ページ 

資料編…８ページ 

③印刷・用紙：表紙・裏表紙…フルカラー印刷、マットコート紙 135kg相当品以上（PP加工） 

本編…フルカラー印刷、マットコート紙 90kg～110kg相当品以上 

資料編…２色刷り、再生上質紙厚口相当品以上 

④製本：無線綴じ 

（２）市勢要覧（亀山市市制施行１５周年記念）／電子書籍データ 

①仕様：印刷物と同じ内容で、市ホームページに掲載し閲覧できるもの 

②音声：表紙・裏表紙、本編を読み上げた音声（受託者が録音）が再生できるもの 

 

４．委託内容 

次の内容について、委託者と入念な打ち合わせの上、日程の確認を行いながら作業を

進めるものとする。 

（１）企画構成、デザイン等レイアウト 

打ち合わせは編集担当者等が来庁し随時行うこととする。 

（２）文書、イラスト、マップ等作成 

文書、イラスト、マップ等作成の際は、委託者の要望に対応できることとする。 



フリーデータ等既存データの使用は可とするが、イラストデータ等の使用にあたっ

て生じた著作権等に関する損害賠償など、全ての責任は受託者が負うこととする。 

（３）写真等素材の調達、原稿作成を行うための取材 

撮影点数は約１７０点以上（航空写真撮影［市内全域で２０カ所以上］や無人航

空機［ドローン等］空撮を含む）とする。 

写真は必要に応じ、委託者から提供するが、掲載写真の選択及び管理業務一切を

受託者で実施することとする。 

（４）校正 

紙面校正は３回以上、うち色校正は２回以上行うこととする。なお、校正及び色

校正は同時に行うことも可とする。 

（５）製版、印刷、製本、電子書籍の作成等 

（６）そのほか市勢要覧を作成するために必要な一切の業務 

 

５．履行期間 契約締結の日から平成３１年１２月２６日（木）までとする。 

 

６．成果品 

（１）印刷物２,０００部 

（２）市ホームページ掲載用の電子書籍データ（適当な電子媒体にて）一式 

（３）印刷用データ（イラストレーターデータ）一式 

（４）写真、イラストデータ一式（当該業務で収集した写真等は、掲載しないものにつ

いても、委託者が今後必要に応じて使用できるよう整理して引き渡すこと） 

 

７．納入方法 

（１）委託者が指定する場所に、印刷物は４０部～５０部毎に簡易梱包して納入すること。 

（２）データで納入するファイル一式は、CD-ROM等に収納し、それぞれ正副２組を納入

すること。 

 

８．予算額 

４,６１１,６００円以内（消費税額及び地方消費税額を含む） 

【内訳】平成３０年度         ０円 

平成３１年度 ４,６１１,６００円 

 

９．権利等の帰属 

完成した市勢要覧の原版及びデータ等の所有権並びに成果品の著作権等その他一切の

権利は委託者に帰属するものとする。ただし、受託者が従来から権利を有していた受託

者固有の知識、技術に関する権利等（以下「権利留保分」という）は、受託者に留保す

るものとし、この場合、委託者は、権利留保分についての当該権利を非独占的に使用で



きるものとする。 

 

１０．その他 

（１）本仕様書に定める業務にかかる旅費、消耗品費、その他一切の費用は受託者が負

担するものとする。 

（２）英語での概略説明は受託者側で専門家による校正を受けるものとする。 

（３）本業務は、亀山市契約規則に基づき、契約を履行する。 

（４）受託者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

（５）業務の遂行にあたっては、節電、アイドリングストップなど省資源や省エネに努

めるなど、環境負荷の軽減に十分配慮すること。 

（６）本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に定めた内容の解釈に疑義が生じた場合

は、委託者及び受託者が協議の上、双方誠意をもって対応するものとする。 

 

 

 


